
令和５年度後期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

後期監査の結果に基づく措置等の状況通知＜後期監査報告書（令和６年３月２１日）＞

「処理」の実施状況
【Ａ：実施済又は決定済】　　　　基準日までに「処理」を実施したもの、又は基準日までに「処理」を実施することを決定したもの　　　　　　　　　　　２４件
【Ｃ：実施しないことを決定済】　基準日までに「処理」を実施することはできるが、何らかの理由により実施しないことを決定したもの　　　　　　　　　　３件
【Ｄ：実施することができない】　基準日までに手段が無く「処理」を実施するができないことを確認したもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５件

「再発防止策」又は「改善策」の実施状況
【Ａ：実施済又は決定済】　　　　基準日までに「再発防止策」又は「改善策」を実施したもの、又は基準日までに「再発防止策」又は「改善策」を実施することを決定したもの　　　３２件

○部局監査

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

1

総
務
部

人
事
課

【
重
点
】
切
手
等
金
券
類
の

管
理

切手等受払
い管理簿

【指摘】
　切手の管理において、月末には在庫
数及び切手等受払い管理簿の点検を行
うこととされているが、管理簿が作成
されておらず、月末時点の在庫が確認
されていない月があった。

2
頁

1 Ａ：実施済
又は決定済

　切手の使用がなかっ
た月の分の管理簿が作
成されていなかったた
め、再度切手の残数を
確認の上、不足分の管
理簿を作成した。

Ａ：実施済
又は決定済

　毎月の定例課内打合せの議題の一つに「切手等金券類
の使用有無や管理簿記載の確認をすること」を位置づ
け、必ず確認を実施する体制とした。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

2

地
域
振
興
部

地
域
支
援
課

【
重
点
】
切
手
等
金
券
類
の

管
理

切手等受払
い管理簿

【指摘】
　切手の管理において、（総）庶務課
から受け取った切手等が確実にあるか
確認し押印すべきところ、押印されて
いなかった。

2
頁

2 Ｄ：実施す
ることがで
きない

　切手は既に使用済み
であったことから、令
和５年１２月４日に、
受領時の確認印を押す
ことができないことを
確認した。

Ａ：実施済
又は決定済

①令和５年１２月４日に、課の全職員に対し、受け取り
時の押印の必要性を説明した。
②令和５年１２月４日に、切手管理簿の様式の押印欄横
に「受領時も確認し押印」とコメントを入れ、１月以降
の用紙を差し替えた。
③令和５年１２月４日に、記入・押印方法がすぐに確認
できるよう、切手管理簿の裏表紙に記入例を添付した。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

3

地
域
振
興
部

足
助
支
所

収
入
事
務

豊田市里山
くらし体験
館使用料等
徴収事務委
託

【指摘】
　基本協定書第１１条第１項により、
使用料等の徴収事務を委託している。
地方自治法施行令第１５８条第２項並
びに豊田市予算決算会計規則第５０条
第１項、第３項及び第５１条におい
て、徴収事務を委託したときはその旨
を告示し、会計管理者に通知し、受託
者に証票を交付しなければならないと
されているが、いずれもされていな
かった。

2
頁

3 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年１０月２３
日に告示第４１６号と
して告示した。
　また同日、証票を指
定管理者に交付済み。
併せて、徴収事務の委
託を会計管理者に通知
済み。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年１０月４日に指定管理つづりファイルの表紙
裏面に、次回の手続時期を示す「〇年４月１日徴収事務
告示及び証票交付」と大きな付箋をはり、見える化を実
施。
　担当者が交代しても事務が滞らないよう、共有フォル
ダ内の関連データ保存フォルダの直下に「指定管理更新
時注意事項」と注意喚起のメモ帳を保存した。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

－ 1 ／9－



令和５年度後期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

4

地
域
振
興
部

旭
支
所

収
入
事
務

豊田市旭総
合体育館ほ
か３施設使
用料等徴収
事務委託

【指摘】
　豊田市予算決算会計規則第５０条第
５項において、収納した現金等は、速
やかに納入通知書等及び収納の内容を
記載した計算書を添えて、指定金融機
関等に払い込まなければならないとさ
れているが、１月分をまとめて納付し
ており、さらにその納付が翌月の１０
日以降となっているものがあった。

3
頁

4 Ｄ：実施す
ることがで
きない

　既に納付済みである
ため、修正することが
できないことを、令和
５年１２月６日に決定
した。

Ａ：実施済
又は決定済

　今後、収納した現金は、翌月１０日までに納付するこ
とを決定し、現基本協定の変更協議を行い、令和５年１
２月２６日に変更基本協定書を締結した。
　次期協定分は仕様書に納付時期をあらかじめ明記し、
基本協定を締結する。
　また定期的な納付状況と協定内容の確認を行うことと
した。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

5

地
域
振
興
部

下
山
支
所

収
入
事
務

行政財産目
的外使用料

【指摘】
　地方自治法第２３１条の３第１項及
び豊田市行政財産目的外使用料条例第
６条第１項において、地方公共団体の
歳入を納期限までに納入しない者があ
るときは、期限を指定してこれを督促
しなければならないとされているが、
納期限後に督促がされておらず、未納
となっているものがあった。

3
頁

5 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年１２月４日
に相手方が納入したこ
とを確認した。

Ａ：実施済
又は決定済

　行政財産目的外使用許可案件一覧に納入期限入力欄を
設け督促発送期限を表示させ、納入状況を確認する。未
納発生時には督促を行うこととした。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

6

総
務
部

財
産
管
理
課

収
入
事
務

土地建物貸
付収入

【指摘】
　地方自治法施行令第１７１条及び豊
田市債権管理条例第６条において、地
方公共団体の歳入を納期限までに納入
しない者があるときは、期限を指定し
てこれを督促しなければならないとさ
れているが、納期限後に督促がされて
おらず、未納となっているものがあっ
た。

3
頁

6 Ａ：実施済
又は決定済

　予備監査で質疑が
あった時点（令和５年
１０月２７日）で、未
納が確認された３名に
個別連絡し、納入を依
頼した。後日財務オン
ラインで、納入を確認
した。

Ａ：実施済
又は決定済

　年度当初に、賃貸借リストを更新したことを複数人で
再確認し、納期限時には、複数人で入金状況を確認する
（督促が必要な場合は速やかに行う）ことを令和５年１
０月２７日に決定し課内で共有した。
　３月３１日時点において、台帳更新は完了しており、
納入日を「年月日」とすることで、年次錯誤が発生しな
いものとした。
　個々の入金情報を確実に確認できるシステム構築につ
いて、継続して関係課等と調整を進めていく。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

7

総
務
部

財
産
管
理
課

収
入
事
務

土地建物貸
付収入

【指摘】
　豊田市予算決算会計規則第３５条に
おいて、歳入を徴収しようとするとき
は調定手続をしなければならないとさ
れているが、調定手続が行われていな
いものがあった。

3
頁

7 Ａ：実施済
又は決定済

　予備監査で質疑が
あった時点（令和５年
１０月２７日）で、調
定決定書を作成し手続
を完了した。

Ａ：実施済
又は決定済

　複数年度に渡って収入が発生する場合は、納入済通知
書と調定決定書を必ず単年度毎に分けること、かつ同時
に作成することを令和５年１０月２７日に決定し、課内
で共有した。
　令和６年度以降、年度単位で作成する保管ファイル
に、調定決定書、納入済通知書（コピー）をセットで
ファイリングすることをルール化した。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

－ 2 ／9－



令和５年度後期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

8

地
域
振
興
部

高
岡
支
所

補
助
金
等
交
付
事
務

自治区放送
施設整備事
業補助金

【指摘】
　豊田市補助金等交付規則第８条及び
第９条において、交付決定後に計画変
更をする場合は、補助事業者は直ちに
変更承認申請書を提出しなければなら
ず、市は審査の上、変更を承認した場
合、変更決定通知書により通知しなけ
ればならないとされている。補助対象
項目が追加されているにもかかわら
ず、これらの必要な手続が取られてい
ないものがあった。

4
頁

8 Ｄ：実施す
ることがで
きない

　補助事業が終了して
いるため、補助申請者
（自治区）に対して変
更等承認申請するよう
指示することはできな
かった。なお、今回の
変更対象部分は補助対
象であり補助額の返還
は発生しない。

Ａ：実施済
又は決定済

　適切に事務を行うように、担当内で補助金交付要綱を
再確認するとともに、本事案の原因及び対策を議論し確
認した。
　収受書類の確認に使用するチェック表に、補助額及び
事業内容（計画）の変更を確認する項目（チェック欄）
並びに変更がある場合は変更等承認申請書が必要な旨を
設けた。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

9

地
域
振
興
部

高
橋
支
所

補
助
金
等
交
付
事
務

わくわく事
業補助金

【指摘】
　豊田市わくわく事業補助金交付要綱
第９条における備品購入費について、
同一業者からの見積合計額が１０万円
以上の場合は２者以上の見積書が必要
とされている。１者の見積書の写しし
か添付されていなかったにもかかわら
ず、そのまま受理され、交付決定され
ているものがあった。

4
頁

9 Ｄ：実施す
ることがで
きない

　当該団体に問い合わ
せたところ、既に当該
備品を購入済みである
こと、申請時の見積り
より安価に購入したこ
とが確認できた。この
ことから、さらに他業
者１者の見積書を取る
ことに合理性がないと
令和５年１０月２５日
に判断した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年度わくわく事業補助金交付申請の受付から以
下の再発防止策を講じた。
①窓口以外で申請書が提出された場合（電子申請等）
は、収受回覧を行う際に「窓口以外での受付であり、注
意して確認する必要がある」旨を明記し、担当職員及び
管理職に対して注意喚起をした。
②団体自らが申請書提出前の確認に使用する「団体用の
提出チェック表」に「金額により２者の見積りが必要な
場合がある」旨の記載を加え、団体自身にも気づいても
らえるようにした。
③職員が受付時に入力するエクセル表について、２者以
上の見積書が必要な科目においては、対象金額以上が入
力された場合にセルの色が変わるようにして、注意喚起
できるよう修正した。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

10

地
域
振
興
部

下
山
支
所

委
託
業
務

三河湖観光
センター清
掃等管理業
務委託
ほか２件

【指摘】
　豊田市契約規則第５５条において、
監督又は検査は、監督員又は検査員が
行うこととされ、両者を任命する必要
があるが、いずれも任命されていな
かった。

4
頁

10 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年１０月１３
日に任命を行った。

Ａ：実施済
又は決定済

　契約課情報ＤＢに掲載されているチェックリストを当
該案件用にアレンジし、「検査員及び監督員を任命」の
チェック欄を設けて担当者と担当長でチェックすること
とした。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

－ 3 ／9－
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№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

11

総
務
部

情
報
戦
略
課

委
託
業
務

手続のオン
ライン化に
伴う行政Ｂ
ＰＲ（業務
改革）に関
する支援業
務委託

【指摘】
　豊田市職務権限規程別表第１におい
て、１，０００万円超の監督員の任命
決定者は副部長と定められているが、
当該委託に係る積算金額は１，９００
万円余であるにもかかわらず、課長が
決定していた。

4
頁

11 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年１１月９日
に押印の訂正を行っ
た。

Ａ：実施済
又は決定済

　予算執行伺書の決裁を行う際に、決定者の一覧表を参
考資料として添付し、決裁者・検討者が確認しながら行
うこととした。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

12

地
域
振
興
部

稲
武
支
所

委
託
業
務

稲武支所別
館消防設備
等保守点検
業務委託

【指摘】
　委託契約事務の手引において、契約
書には仕様書を添付することとされて
いるが、添付されておらず、契約書に
とじこむべき書類が整っていなかっ
た。

4
頁

12 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年１２月８日
付で協議書を作成し、
契約相手の証書に付属
している仕様書と同様
のものを市側保管分の
証書に添付することと
した。

Ａ：実施済
又は決定済

　契約伺の決裁時に、製本した契約書を２部添付し、内
容が一致し、漏れがないかを確認することとした。ま
た、契約相手へ契約書を渡す際にも、相手側と契約書の
内容が一致していることを確認することとした。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

13

地
域
振
興
部

足
助
支
所

委
託
業
務

豊田市役所
足助支所廃
棄物処理業
務委託

【指摘】
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第１２条第６項において、産業廃棄物
の処理を委託する場合の基準を定めて
いる。当該基準により、契約者の許可
の有効性を確認すべく、委託契約に添
付が義務付けられている産業廃棄物処
分の許可証の有効期限が委託開始前に
終了したものであったにもかかわら
ず、当該許可の更新を確認し、更新後
の許可証を添付していなかった。

5
頁

13 Ａ：実施済
又は決定済

　速やかに委託業者か
ら更新後の産廃処分の
許可証の写しを提出さ
せ、契約書等に添付し
た。

Ａ：実施済
又は決定済

①「■要確認■許可を得たものが従事する委託業務で気
を付けるべきこと」という資料を作成。実際の許可証の
画像データと予備監査指摘事項を貼り付け、見るべきポ
イントを分かるようにした。
②共有フォルダ中の産廃委託関連のフォルダのトップに
①のデータを保存した。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

14

総
務
部

情
報
シ
ス
テ
ム
課

委
託
業
務

アクティブ
ディレクト
リ管理ツー
ル保守委託

【指摘】
　長期継続契約の委託契約書における
支払特記において、各年度における支
払予定額内訳は別紙のとおりとすると
されているにもかかわらず、別紙が添
付されていなかった。

5
頁

14 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年１２月６日
までに、各年度におけ
る支払予定額内訳を記
載した協議書を作成
し、契約者と協議を実
施した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年１１月３０日までに、契約管理システムで支
払特記の有無を選択した場合、どのように契約書に反映
されるかについて、関係職員に周知を行った。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

－ 4 ／9－



令和５年度後期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

15

総
務
部

人
事
課

委
託
業
務

職務遂行能
力向上支援
研修委託

【指摘】
　委託業務届出書において、受託者の
業務担当責任者について住所と氏名を
記載すべきところ、記載されていない
ものが受理されていた。

5
頁

15 Ａ：実施済
又は決定済

　委託先に依頼し、業
務担当責任者欄を記載
した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年３月に、担当ごとに委託契約事務の手引きに
関する研修を実施し、必要な提出書類の種類や記載内容
等に関して共有を図った。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

16

総
務
部

人
事
課

委
託
業
務

職員健康診
断業務委託

【指摘】
　委託契約事務の手引において、工程
表は委託業務届出書の一部であり、必
ず提出させることとされているが、工
程表が添付されていない委託業務届出
書が受理されていた。

5
頁

16 Ａ：実施済
又は決定済

　工程表を委託先に作
成依頼し、添付した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年３月に、担当ごとに委託契約事務の手引きに
関する研修を実施し、必要な提出書類の種類や記載内容
等に関して共有を図った。併せて、受託者が作成する書
類については、提出を受ける前に見本を提供することと
した。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

17

地
域
振
興
部

下
山
支
所

委
託
業
務

豊田市役所
下山支所リ
サイクルご
み分別収集
処理業務委
託

【指摘】
　委託契約事務の手引において、工程
表は委託業務届出書の一部であり、必
ず提出させることとされているが、工
程表が添付されていない委託業務届出
書が受理されていた。

5
頁

17 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年１０月１３
日に、委託業者に工程
表を提出させ、受理し
た。

Ａ：実施済
又は決定済

　契約課情報ＤＢに掲載されているチェックリストを当
該案件用にアレンジし、委託業務届出書提出時に担当者
と担当長で提出書類の確認を行うこととした。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

18

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

委
託
業
務

区民会館投
票所警備委
託

【指摘】
　委託契約事務の手引において、工程
表は委託業務届出書の一部であり、必
ず提出させることとされているが、工
程の記載のない様式のみが添付された
委託業務届出書が受理されていた。

5
頁

18 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年１２月８日
に事業者に工程を記載
してもらった。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年１２月８日から委託業務届出書の収受時に、
工程表の内容についても監督員と検査員でチェックする
ことにした。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

－ 5 ／9－



令和５年度後期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

19

企
画
政
策
部

企
画
課

委
託
業
務

「ＷＥ　Ｌ
ＯＶＥ　と
よた応援寄
附金」支援
業務委託

【指摘】
　豊田市個人情報の取扱い及び情報セ
キュリティに関する特記第１１条第２
項において、再委託する必要がある場
合は、再委託先で取り扱う情報等を再
委託に関する報告書にて報告しなけれ
ばならないとされているが、報告され
ていなかった。

6
頁

19 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年１２月１０
日までに報告書を提出
してもらった。

Ａ：実施済
又は決定済

　所属内で研修、共有を実施するとともに、個人情報の
取扱い及び情報セキュリティに関する特記を扱う業務に
対し、令和６年４月から、毎年度の予算書配布に合わ
せ、チェックリストを課内職員全員に配布し、再発防止
のための周知と確認作業を行う。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

20

企
画
政
策
部

未
来
都
市
推
進
課

委
託
業
務

移動用小型
車レンタル
事業運営業
務委託

【指摘】
　豊田市個人情報の取扱い及び情報セ
キュリティに関する特記第１１条第２
項において、再委託する必要がある場
合は、再委託先で取り扱う情報等を再
委託に関する報告書にて報告しなけれ
ばならないとされているが、報告され
ていなかった。

6
頁

20 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年１２月６日
に受託者に適切な報告
書にて報告する旨伝
え、提出してもらっ
た。

Ａ：実施済
又は決定済

　所属内で研修、共有を実施するとともに、個人情報の
取り扱い及び情報セキュリティに関する特記を扱う業務
に対し、毎年、予算書配布に合わせてチェックリストを
課内職員全員に配布し、再発防止のための周知を行う。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

21

総
務
部

情
報
シ
ス
テ
ム
課

委
託
業
務

情報漏えい
対策ソフト
保守委託
ほか２件

【指摘】
　受託者から提出された委託業務再委
託承認申請書について、豊田市契約規
則第４１条第６項に規定される承認・
不承認の手続が行われていなかった。

6
頁

21 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年１１月２０
日までに、該当３案件
について、再委託を承
認する手続を実施し
た。

Ａ：実施済
又は決定済

　課内の契約事務の運用ルールを再検討し、令和５年１
１月２０日から、監督員が再委託の承認手続を行うこと
とした。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

22

地
域
振
興
部

猿
投
支
所

委
託
業
務

公共施設浄
化槽維持管
理委託（猿
投地区）

【指摘】
　受託者から提出された委託業務再委
託承認申請書について、豊田市契約規
則第４１条第６項に規定される承認・
不承認の手続が行われていなかった。

6
頁

22 Ａ：実施済
又は決定済

　業務開始時点の打合
せで再委託承認申請書
の内容確認と口頭での
承認が行われていたこ
とを確認済
再委託承認書を作成
し、相手方に通知を
行った。
（令和５年１０月３０
日）

Ａ：実施済
又は決定済

　発見事項について支所内で情報共有し、再委託承認申
請書に係る再委託承認の手続の事務の流れについて職場
研修を実施した。（令和５年１０月３０日）
　業務履行中に受託者から提出される文書のうち、受託
者へ通知が必要な案件は、文書管理システムで電子収受
を行う。また、再委託承認書については、事務手続のフ
ローについても合わせて添付するものとし、複数の目で
確認を行えるようにした。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

－ 6 ／9－



令和５年度後期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

23

企
画
政
策
部

未
来
都
市
推
進
課

委
託
業
務

豊田市低炭
素社会モデ
ル地区ＩＴ
Ｓ施設保守
管理業務委
託

【指摘】
　豊田市契約規則第４１条第５項及び
第６項において、契約者が再委託でき
るのは、市が再委託を承認したときに
限られるが、再委託を承認していない
業者からの点検報告書が受理されてい
た。

6
頁

23 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年１２月１１
日に受託者に受託者に
適切な書面にて報告す
る旨伝え、提出しても
らった。

Ａ：実施済
又は決定済

　所属内で研修、共有を実施するとともに、再委託を扱
う業務に対し、毎年、予算書配布に合わせてチェックリ
ストを課内職員全員に配布し、再発防止のための周知を
行う。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

24

企
画
政
策
部

未
来
都
市
推
進
課

委
託
業
務

ＳＩＢを活
用した介護
予防事業に
関する企画
運営業務委
託

【指摘】
　豊田市業務委託事務要綱第２２条に
おいて、複数年度契約の各年度の業務
完了時に検査を行った場合は、その結
果を委託検査結果通知書により通知す
ることとされているが、通知されてい
なかった。

6
頁

24 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年１２月６日
に通知を送付した。

Ａ：実施済
又は決定済

　所属内で研修、共有を実施するとともに、複数年度契
約を扱う業務に対し、毎年、予算書配布に合わせて
チェックリストを課内職員全員に配布し、再発防止のた
めの周知を行う。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

25

地
域
振
興
部

下
山
支
所

委
託
業
務

三河湖観光
センター清
掃等管理業
務委託

【指摘】
　委託業務仕様書において、受託者
は、業務実施内容が確認できる業務実
施報告書を毎月作成し、翌月１０日ま
でに、市に提出することとされている
が、４月分しか提出されていなかっ
た。

6
頁

25 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年１０月５日
に提出させた。

Ａ：実施済
又は決定済

　契約課情報ＤＢに掲載されているチェックリストを当
該案件用にアレンジし、「業務実施報告書の毎月提出」
のチェック欄を設けて担当者と担当長でチェックするこ
ととした。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

26

地
域
振
興
部

防
災
対
策
課

委
託
業
務

池田山ほか
６中継局自
家用電気工
作物保安管
理業務委託

【指摘】
　委託業務仕様書において、受託者は
保安業務担当者等の氏名、生年月日、
免状の種類及び番号を書面により通知
するものとされているが、通知されて
いなかった。

7
頁

26 Ａ：実施済
又は決定済

　指摘後、直ちに受託
者から免状の写しを受
理した。

Ａ：実施済
又は決定済

　「契約事務書類チェックリスト」の業務着手時の書類
欄に「免状」を追加し、担当者と担当長のチェック欄を
追加した。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

－ 7 ／9－



令和５年度後期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

27

総
務
部

財
産
管
理
課

委
託
業
務

豊田市役所
本庁舎電話
交換機保守
業務委託

【指摘】
　委託業務仕様書において、保守以外
の臨時的な故障修理を行った場合の単
価を事前に示していた。この単価は本
来、その都度、業者が見積もるべきも
のであるにもかかわらず、仕様書に記
載していた。

7
頁

27 Ｃ：実施し
ないことを
決定済

　今年度は既に契約を
締結しているため修正
不可とすることを決定
した。

Ａ：実施済
又は決定済

　次年度の委託業務仕様書の作成時には金額を記載しな
いことを令和５年１２月１１日に決定し、課内で事務処
理を共有した。
　令和７年度から開始する次期計画に向け、同様の指摘
が生じないよう、ゼロベースで仕様を検討、作成する。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

28

総
務
部

財
産
管
理
課

委
託
業
務

公用車・職
員駐車場草
刈業務委託
ほか１件

【指摘】
　健康保険法等の一部改正により、被
保険者証に記載の保険者番号及び被保
険者等記号・番号については、健康保
険事業又はこれに関連する事務の遂行
等の目的以外で告知を求めることが禁
止された。これにより、提出書類に添
付される被保険者証の写しには保険者
番号等にマスキングを施すことが必要
となったが、行われていなかった。

7
頁

28 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年１１月８日
に、委託業者を呼び、
添付書類不要の旨を説
明し、当該書類を返却
した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年１１月８日に、委託業務届出時の添付書類と
しては、届出書、工程表及び経歴書のみを提出するよう
業者へ指示すると共に課内で事務処理を共有した。
　契約事務に関する例規、様式、基準等の変更は随時発
生するため、管理職が中心となって課フォルダに情報を
集約、蓄積し、３か月に１回程度、打合せ時等において
課員と共有することとした。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

29

地
域
振
興
部

旭
支
所

公
有
財
産
の
管
理

旧教職員時
瀬住宅用地
賃貸借

【指摘】
　豊田市職務権限規程別表第１におい
て、普通財産の貸付期間が１月以上の
ものは、財産管理課長の合議が必要と
されているが、合議がされていなかっ
た。

7
頁

29 Ｄ：実施す
ることがで
きない

　平成３１年の事務の
ため、合議依頼が不可
能であることを、令和
５年１０月２６日に財
産管理課に確認した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年度の契約更新時は、豊田市職務権限規程等に
のっとり、適切な事務を行った。
　事務処理チェックリストの活用と、公有財産管理事務
手引きの確認を再徹底することとした。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

30

地
域
振
興
部

旭
支
所

公
有
財
産
の
管
理

旧教職員時
瀬住宅用地
賃貸借

【指摘】
　土地の賃貸借契約であるにもかかわ
らず、契約書の標題等に使用貸借と
誤った表記がされていた。

7
頁

30 Ｃ：実施し
ないことを
決定済

　契約内容は賃貸借で
双方合意しており、契
約どおり履行されてい
るため、現契約書の表
記の修正はしないこと
を令和５年１０月２６
日に決定した。

Ａ：実施済
又は決定済

　旭支所版の事務処理チェックリストに賃借、賃貸借判
別ができる項目を追加するとともに、公有財産管理事務
手引きの確認を再徹底することとした。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

－ 8 ／9－



令和５年度後期監査報告書（ 部局監査）措置状況通知

№
部
局
名

所
属
名

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー
ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

31

地
域
振
興
部

下
山
支
所

公
有
財
産
の
管
理

行政財産目
的外使用許
可

【意見】
　下山トレーニングセンター及び基幹
集落センターの所管課は農政企画課で
あるが、当該施設の目的外使用許可を
下山支所が行っている。
　豊田市公有財産管理規則において
は、行政財産目的外使用許可は施設所
管課が行うこととされており、合併時
の経緯等も踏まえ所属替えの可否や権
限の移譲など許可権限の在り方を検討
されたい。

8
頁

31 Ｃ：実施し
ないことを
決定済

　許可済み案件で使用
料も納入済みであるた
め、所管課を変更しな
いことを令和５年１２
月１日に決定した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和６年度から目的外使用許可が行えるよう、施設所
管課を農政企画課から下山支所へ所属換えをした。

令
和
6
年
3
月
3
1
日

32

総
務
部

情
報
戦
略
課

物
品
の
管
理

ＲＰＡソフ
トウェアに
関するライ
センス

【指摘】
　豊田市情報セキュリティに関する特
記第３条第１項及び第４条第１項にお
いて、作業責任者等を定めて作業責任
者等報告書にて報告しなければならな
いとされているが、報告されていな
かった。

8
頁

32 Ａ：実施済
又は決定済

　令和５年１１月９日
に作業責任者等報告書
を受領している。

Ａ：実施済
又は決定済

　契約後に受託者とメール・電話にて今後の作業等の確
認を行う際に、メールにおいて提出物を記載するように
課内で徹底した。

令
和
6
年
3
月
3
1
日
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